
1 
 

国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための 

財政の健全化の推進に関する法律案要綱 

 

第一 総則 

 １ 目的 

   この法律は、国及び地方公共団体の財政収支が著しく不均衡な状況にある中で、財政の健全化

を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、財政の健全化の推進に関し、基本原則、財政健全化

目標及び財政健全化基本方針を定め、並びに国の責務を明らかにするとともに、中期フレームの

策定等、国の財務に関する情報の開示、行政監視院の設置、地方財政の健全化その他の財政の健

全化の推進のため必要な事項を定めることにより、国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確

保を図り、もって我が国の経済の持続的な成長、持続可能な社会保障制度を基盤とする国民生活

の安定向上及び将来の世代における負担の抑制に資することを目的とすること。 （第１条関係） 

 ２ 基本原則 

   財政の健全化の推進は、次に掲げる事項を基本原則として行われなければならないこと。 

（第２条関係） 

  ① 名目経済成長率（各年度の国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算

の体系（以下「国民経済計算の体系」という。）における名目国内総生産（以下①及び４⑴にお

いて「名目国内総生産」という。）の額から当該年度の前年度の名目国内総生産の額を差し引い

た額を当該前年度の名目国内総生産の額で除して得られる数値をいう。）について、平成 26 年

度から平成32年度までの間においては平成 23年度から平成 32年度までの平均において100分

の３を、平成 33 年度以降においては安定的な上昇を目指し、我が国の経済の持続的な成長に資

する諸施策（５①及び５②において「経済成長施策」という。）を着実に実施することにより、

我が国の経済の成長に伴う歳入の増加を図ること。 

  ② 必要性、経済性、効率性、有効性等の低い事務又は事業に要する経費を削減し、行政に要す

る経費を一層抑制し、社会保障給付に要する費用を適正化する等特別会計を含む全ての歳出分

野を対象とした改革を行うことにより、歳出の重点化及び効率化を図ること。 

  ③ 所得課税、資産課税、租税特別措置その他の税制の抜本的な改革を行い、公平で、透明性が

高く、かつ、国民が納得できる税制を確立しつつ、必要な財源の確保を図ること。 

 ３ 国の責務 

   国は、２の基本原則にのっとり、財政の健全化を推進する責務を有すること。 （第３条関係） 

 ４ 財政健全化目標 

  ⑴ 財政の健全化の推進は、一会計年度の国及び地方公共団体の財政赤字額が生じないようにす

ることを目指しつつ、次の当面の目標（以下「財政健全化目標」という。）を達成するよう行わ

れるものとすること。                       （第４条第１項関係） 

   ① 平成33年度以降において一会計年度末の国の長期債務残高及び地方公共団体の長期債務残

高の合計額の当該会計年度の名目国内総生産の額に占める割合が安定的に低下する財政構造

を実現すること。 

   ② ①の財政健全化目標を達成するため、平成 32 年度までを目途に、一会計年度の国の基礎的
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財政収支額及び地方公共団体の基礎的財政収支額の合計額の黒字化を確実に達成するものと

し、遅くとも平成 27 年度までに、当該合計額の対国内総生産比（当該合計額を零から差し引

いた額の当該会計年度の名目国内総生産に占める割合をいう。以下②において同じ。）を平成

22 年度の当該合計額の対国内総生産比の２分の１以下とすること。 

  ⑵ ⑴において、次の①から⑤までの用語の意義は、次の①から⑤に定めるところによること。 

（第４条第２項関係） 

   ① 国及び地方公共団体の財政赤字額 国民経済計算の体系における中央政府の純貸出あるい

は純借入に関する項目に記録される額及び地方政府の純貸出あるいは純借入に関する項目に

記録される額の合計額であって、零未満のものをいうこと。 

   ② 国の長期債務残高 次の国の債務の額の合計額をいうこと。 

    イ 国債（特別会計に関する法律第 62条第１項の規定により発行される公債及び政府短期証

券を除く。第二１⑵④において同じ。） 

    ロ 借入金（特別会計に関する法律附則第４条第１項の規定による借入金及び一時借入金を

除く。） 

   ③ 地方公共団体の長期債務残高 次に掲げる債務の額の合計額をいうこと。 

    イ 地方公共団体の一般会計及び特定の事業を行う場合に設置する特別会計以外の特別会計

（ロにおいて「一般会計等」という。）に係る地方債 

    ロ 公営企業債であって、その償還について一般会計等において負担するもの 

    ハ 特別会計に関する法律附則第４条第１項の規定による借入金 

   ④ 国の基礎的財政収支額 国民経済計算の体系における中央政府の純貸出あるいは純借入に

関する項目に記録される額に利子額の加除（支払利子の額を加え、受取利子の額を除くこと

をいう。⑤において同じ。）をした額から、一時的要因による金額の控除（一時的な要因によ

り生じた額であって、各年度における財政の健全化の進捗状況を把握する観点から除外すべ

きものとして政令で定める金額を控除することをいう。⑤において同じ。）をした額をいうこ

と。 

   ⑤ 地方公共団体の基礎的財政収支額 国民経済計算の体系における地方政府の純貸出あるい

は純借入に関する項目に記録される額に利子額の加除をした額から、一時的要因による金額

の控除をした額をいうこと。 

 ５ 財政健全化基本方針 

   国は、財政健全化目標の達成に資するよう、次の事項を、国の財政の健全化の推進に当たって

の当面の方針（第六３において「財政健全化基本方針」という。）とすること。  （第５条関係） 

  ① 財政資金の重点的かつ効率的な配分、民間資金の活用、民間活動に係る規制の改革、国際的

な経済連携の推進等の経済成長施策を着実に実施すること。 

  ② 経済成長施策に対する財政資金の重点的かつ効率的な配分が可能となるよう、財政の現況及

び見通し等を踏まえ、国の制度全般について見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を

講ずること。 

  ③ 毎年度、当初予算（財政法第 29 条で定める補正予算（⑤において「補正予算」という。）及

び同法第 30 条で定める暫定予算以外の予算をいう。）を作成するに当たっては、公債の発行額
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を縮減し、公債依存度（一般会計の歳入の額における同法第４条第１項ただし書の規定により

発行する公債に係る収入の額及び特例公債（同項ただし書の規定により発行される公債以外の

公債であって、一会計年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、特別の法律に基づき発行さ

れるものをいう。⑤において同じ。）に係る収入の額を合算した額の占める割合をいう。）を引

き下げ、国の基礎的財政収支額（４⑵④の国の基礎的財政収支額をいう。第二５⑴②において

同じ。）を改善する等着実に財政の健全化の推進が図られるよう配慮すること。 

  ④ 中長期にわたり支出を要し、又は租税収入の減少となる施策を実施しようとするときは、で

きる限り、当該施策の実施に要すると見込まれる経費の額を上回る財源を確保し、公債に係る

収入又は借入金をその財源に充てることのないようにすること。 

  ⑤ 補正予算により追加される歳出の財源については、著しく異常かつ激甚な非常災害の発生又

は経済活動の著しい停滞が国民生活等に及ぼす重大な影響に対処するための施策の実施に重大

な支障が生ずるときを除き、特例公債に係る収入以外の歳入をもって充てること。 

  ⑥ 行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律第13条第 1項に規定する行政事業レビュー

（以下⑥において「行政事業レビュー」という。」）を推進し、適切に行政事業レビューの結果

を予算の作成に反映させること。 

  ⑦ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規

定する個人番号の利用、情報通信技術の活用等を一層推進すること。 

 

第二 中期フレーム等 

 １ 中期フレームの策定等 

  ⑴ 政府は、財政健全化目標の達成に資するよう、毎年度、財政法第 17 条各項の送付に先立って、

当該年度の翌年度以降３箇年度を一期とする国の財政の健全化の推進に関する計画（以下「中

期フレーム」という。）を定めなければならないこと。        （第６条第１項関係） 

  ⑵ 中期フレームには、次の事項を定めるものとすること。       （第６条第２項関係） 

   ① 前項の期間（以下⑵及び５⑴において「対象期間」という。）における予算の大枠 

   ② 政府が対象期間の各年度において講じようとする財政の健全化の推進のための措置に関す

る基本的事項 

   ③ 対象期間の初年度における予算の基本方針 

   ④ 対象期間の初年度における国債の発行の限度額 

   ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、対象期間における国の財政の健全化の推進のため必要

な事項 

  ⑶ 内閣総理大臣は、中期フレームの案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。 

（第６条第３項関係） 

  ⑷ 政府は、⑶による閣議の決定があったときは、遅滞なく、中期フレームを国会に報告すると

ともに、公表しなければならないこと。                （第６条第４項関係） 

  ⑸ 政府は、経済社会情勢の変化を勘案し、及び財政健全化目標の達成状況を踏まえ、必要があ

ると認めるときは、中期フレームを変更するものとすること。     （第６条第５項関係） 

  ⑹ ⑶及び⑷は、中期フレームの変更について準用すること。       （第６条第６項関係） 
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 ２ 中期フレームに従った国の予算の作成 

   内閣は、中期フレームに従い、国の予算を作成するものとすること。     （第７条関係） 

 ３ 予算調整指針の作成等 

  ⑴ 財務大臣は、毎会計年度、財政法第 18 条第１項の調整（以下⑴及び４において「予算調整」

という。）を行おうとするときは、あらかじめ、予算調整に関する指針（以下３において「予算

調整指針」という。）を作成しなければならないこと。        （第８条第１項関係） 

  ⑵ 財務大臣は、予算調整指針を作成しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の意見を

聴かなければならないこと。                    （第８条第２項関係） 

  ⑶ 財務大臣は、予算調整指針を作成したときは、速やかに、これを財政法第 17 条各項の規定に

よる送付を行う者に通知するとともに、公表しなければならないこと。 （第８条第３項関係） 

 ４ 予算調整の公開等 

  ⑴ 予算調整に係る財務大臣と財政法第 17条各項の規定による送付を行った者との協議は、政令

で定めるところにより、公開して行うこと。             （第９条第１項関係） 

  ⑵ ⑴の政令は、予算作成の手続の透明性が一層確保されるよう十分配慮して定めるものとする

こと。                              （第９条第２項関係） 

  ⑶ 財政法第 17 条各項の規定による送付を行った者は、予算調整に係る財務大臣との協議におい

て用いた書類等（書類、調書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいい、当該有体物に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を含む。）をインターネッ

トの利用その他適切な方法により公表しなければならないこと。    （第９条第３項関係） 

 ５ 財政影響評価調書の作成等 

  ⑴ 財務大臣は、財政法第 21 条（同法第 29 条の規定によりこれに準ずることとされる場合を含

む。）の規定により予算を作成するときは、当該予算が執行されたならば当該予算に係る中期フ

レームに係る対象期間の各年度における次に掲げる国の財政状況に与えることとなる影響につ

いて国民経済計算の体系に基づき試算した調書（⑵において「財政影響評価調書」という。）を

作成しなければならないこと。                   （第10条第１項関係） 

   ① 国の長期債務残高（第一４⑵②の国の長期債務残高をいう。）及び地方公共団体の長期債務

残高（第一４⑵③の地方公共団体の長期債務残高をいう。）並びにこれらの合計額 

   ② 国の基礎的財政収支額及び地方公共団体の基礎的財政収支額（第一４⑵⑤の地方公共団体

の基礎的財政収支額をいう。）並びにこれらの合計額 

   ③ その他政令で定める事項 

  ⑵ 国会に提出する予算には、財政法第 28条各号に掲げる書類のほか、参考のために財政影響評

価調書を添付しなければならないこと。               （第10条第２項関係） 

 

第三 国の財務に関する情報の開示 

   政府は、国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に関する法律の定めるところにより、国

の財務に関する情報を開示するものとすること。               （第11条関係） 
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第四 行政監視院 

   別に法律で定めるところにより、国会に、内外の経済及び財政の動向を分析し、並びにその分

析の結果と中期フレームとの整合性の検証及び中期フレームの実施状況の監視を行い、その結果

に基づいて、財政の健全化の推進のため必要な措置に関して意見を述べるとともに、国の行政機

関の業務に関する監視、調査及び評価を行い、その結果に基づいて必要な法律の制定及び改廃等

に関して意見を述べる行政監視院を置くものとすること。           （第12条関係） 

 

第五 地方財政の健全化 

 １ 地方公共団体の責務 

   地方公共団体は、財政健全化目標の達成に資するよう、国の財政の健全化の推進に関する施策

に並行して、その財政の自主的かつ自立的な健全化を図るものとすること。    （第 13 条関係） 

 ２ 政府の措置 

   政府は、地方公共団体に対し、その財政の自主的かつ自立的な健全化を推進するよう要請し、

並びにその円滑な推進が図られるよう適切に行政上及び財政上の措置を講ずるとともに、国と地

方公共団体との適切な役割分担を踏まえ、国から地方公共団体に対し財源及び権限を移譲する等

の地域主権改革を総合的かつ計画的に推進するものとすること。        （第14条関係） 

 

第六 その他 

 １ この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第三は、国の財務書類等の作成及び財務情

報の開示等に関する法律の施行の日から施行すること。          （附則第１条関係） 

 ２ 第二は、平成 26年度の国の予算から適用すること。           （附則第２条関係） 

 ３ 著しく異常かつ激甚な非常災害の発生又は経済活動の著しい停滞が国民生活等に及ぼす重大な

影響に対処するための施策の実施に重大な支障が生ずるときは、速やかに、財政健全化目標及び

財政健全化基本方針について検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な

措置が講ぜられるものとすること。                   （附則第３条関係） 

 ４ 政府は、予算の項目又は事務若しくは事業ごとに予算の執行状況等（支出の日時、相手方、額

その他の支出の状況を含む。）を随時確認することができる情報処理システム、国の収入及び支出

について企業会計の慣行を参考とした会計処理を自動的に行う機能を有する情報システムその他

国の財政の健全化及び透明化の推進に有効な情報システムを導入することができるようにするた

め必要な措置を講ずるものとすること。                 （附則第４条関係） 

 ５ 政府は、前年度の決算が翌年度の予算の作成に適切に反映されるようにするため、財政法第 17

条各項の送付に先立って同法第37条第1項の送付ができるようにする等財務に関する事務の迅速

な処理を可能とする情報システムの導入その他国の財政制度の在り方について検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。           （附則第５条関係） 

 ６ その他所要の規定を整備すること。 


